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「食品ロスの削減の推進に関する法律」において、国民の間に広く食品ロスの削減に関する
理解と関心を深めるため、10 月が「食品ロス削減月間」として定められており、特に 10 月
30 日を「食品ロス削減の日」としています。 

県ではこの月間に、県内事業者、市町村等と連携し、県民（消費者）の皆様に向けて、日頃
の生活の中の様々な場面における食品ロスを減らす取組を呼び掛けます。 

 

１ 県内各地での啓発活動の実施 （別紙１） 

   県内 10 地域において、地域振興局や市町村と連携して、街頭・店頭等にて啓発用ポケットテ

ィッシュを配布し、「信州発もったいないキャンペーン」や「残さず食べよう！30・10 運動」等

の食品ロス削減に関する取組を呼び掛けます。 
 
 

２ フードドライブ統一キャンペーンの実施 （別紙２） 

  家庭や企業において食べられるのに捨てられてしまう食品ロスを減らし、 

また、物価高騰の影響等により食料の支援を必要とする方々を食事の面で 

支援するため、県フードバンク活動団体と連携して「食品ロス削減月間フード 

ドライブ統一キャンペーン」を実施します。 

 

 

３ 「フードロスラ」を活用した「信州発もったいないキャンペーン」の実施 

  スーパーマーケット、コンビニエンスストア等協力事業者（32 事業者 1,179 店舗）にポスタ

ー、レールポップを掲示し、家庭で食材を残さず使うことや、買い物の際は消費期限・賞味期限間

近の食品から順番にとる「てまえどり」を県民（消費者）の皆様に呼び掛けます。 

ポスター等啓発素材は、味の素株式会社が山崎貴監督（松本市出身）に依頼し映像制作した巨大

怪獣「フードロスラ」を活用します。 

詳細は、令和６年（2024 年）９月 20 日付けプレスリリースをご確認ください。 

（https://www.pref.nagano.lg.jp/haikibut/happyou/20240920press.html） 

 
 

４ 「残さず食べよう！30・10 運動」の呼び掛け 

  県内飲食店・宿泊施設等に「開始 30 分間とお開き前の 10 分間は自席で料理を楽しみ、料理を

残さず食べること」をお客様に呼び掛けるよう依頼するとともに、県内 10 地域の街頭やイベン

ト、ラジオ CM 等でも広く呼び掛けを実施します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

長野県（環境部）プレスリリース  令和６年（2024 年）９月 30 日 

 ～10 月は食品ロス削減月間です～ 

食品ロス削減の取組にご協力をお願いします 

 

（フードドライブ統一キャンペーンに関する問合せ先） 

県民文化部こども若者局次世代サポート課  健康福祉部地域福祉課 
担当 青少年育成係 高野、白鳥         担当 自立支援・援護係 牛澤、杉山 

電話 026-235-7210(直通) 内線 2858       電話 026-235-7094(直通) 内線 2320 

F A X 026-235-7087                             F A X 026-235-7172 

E-mail jisedai@pref.nagano.lg.jp                 E-mail j-engo@pref.nagano.lg.jp 

 

（食品ロス削減月間に関する問合せ先） 

環境部資源循環推進課 
担当 資源化推進係 小山、勝野 

電話 026-235-7181(直通)内線 2795 

F A X 026-235-7259 

E-mail junkan@pref.nagano.lg.jp 

https://www.pref.nagano.lg.jp/haikibut/happyou/20240920press.html


 

 

県内各地での啓発活動の実施 

 

１ 実施主体  

長野県環境部資源循環推進課、地域振興局環境担当課、市町村食品ロス削減推進担当課 

 

２ 実施日時・場所  

※啓発活動の取材を希望される場合は、各連絡先までお問い合わせください。 

 

■街頭啓発 

上田地域 日 時：令和６年 10 月 30 日（水）午前７時 45 分から午前８時 15 分まで 

場 所：JR 上田駅 自由通路周辺（上田市天神） 

実施主体（連絡先）：上田地域振興局 環境課 （電話）0268-25-7134 

          上田市 環境政策課 （電話）0268-71-6428 

木曽地域 日 時：令和６年 10 月 30 日（水）午前７時から午前８時まで 

場 所：JR 木曽福島駅 出入口周辺（木曽郡木曽町福島） 

実施主体（連絡先）：木曽地域振興局 総務管理・環境課 （電話）0264-25-2234 

松本地域 日 時：令和６年 10 月 25 日（金） 午前７時 30 分から午前８時まで 

場 所：JR 松本駅お城口（エスカレーター前）（松本市深志） 

実施主体（連絡先）：松本地域振興局 環境・廃棄物対策課 （電話）0263-40-1956 

                   松本市 環境・地域エネルギー課 （電話）0263-34-3268 

長野地域 日 時：令和６年 10 月 25 日（金） 午前７時 30 分から午前８時 15 分まで 

場 所：JR 長野駅 善光寺口駅前広場（長野市栗田） 

実施主体（連絡先）：長野県 環境部資源循環推進課 （電話）026-235-7181 

        長野地域振興局 環境・廃棄物対策課 （電話）026-234-9533 

        長野市 生活環境課 （電話）026-224-5035 

          長野エコ活動推進本部（長野商工会議所） 

 

 

■店頭啓発 

上伊那地域 ① 日 時：令和６年 10 月 21 日（月） 午後４時から午後５時まで 

場 所：ベルシャイン駒ケ根店（駒ケ根市赤穂） 

実施主体（連絡先）：上伊那地域振興局 環境・廃棄物対策課（電話）0265-76-1672 

            駒ケ根市 生活環境課 （電話）0265-83-2111 

② 日 時：令和６年 10 月 22 日（火） 午後４時から午後５時まで 

場 所：イオン箕輪店（箕輪町大字中箕輪） 

実施主体（連絡先）：上伊那地域振興局 環境・廃棄物対策課（電話）0265-76-1672 

             箕輪町 くらしの安全安心課 （電話）0265-79-3154 

北 ア ル プ ス

地域 

日 時：令和６年 10 月 30 日（水） 午後４時から午後５時まで 

場 所：長野県 A コープハピア白馬店（白馬村北城） 

実施主体（連絡先）：北アルプス地域振興局 総務管理・環境課（電話）0261-23-6563 

           白馬村 住民課 （電話）0261-85-0715 

北信地域 日 時：令和６年 10 月 30 日（水） 午前 11 時から午前 12 時まで 

場 所：ツルヤ 飯山店（飯山市大字飯山） 

実施主体（連絡先）：北信地域振興局 環境課（電話）0269-23-0202 

 

 

 

別紙１ 



 

■イベント内 

佐久地域 ① 2024 環境フェア in 佐久 

日 時：令和６年 10 月５日（土） 午前 10 時から午後４時 30 分まで 

       10 月６日（日） 午前９時から午後３時 30 分まで 

場 所：駒場公園（佐久市猿久保） 

実施主体（連絡先）：佐久地域振興局 環境・廃棄物対策課 （電話）0267-63-3166 

② 2024 環境フェア in 小諸 

日 時：令和６年 10 月６日（日）午前 10 時から午後３時まで 

場 所：大手町公園・まちタネ広場ほか（小諸市大手） 

実施主体（連絡先）：佐久地域振興局 環境・廃棄物対策課 （電話）0267-63-3166 

諏訪地域 ・第 28 回諏訪市環境フェア 

日 時：令和６年 10 月６日（日）午前９時 30 分から午前 12 時まで 

場 所：諏訪市文化センター（諏訪市湖岸通り） 

実施主体（連絡先）：諏訪地域振興局 環境課 （電話）0266-57-2952 

南信州地域 ・南信州環境メッセ 

日 時： 令和６年 11 月 23 日（土）・11 月 24 日（日）午前 10 時から午後４時まで 

場 所：南信州飯田産業センター（エス・バード）（飯田市座光寺） 

実施主体（連絡先）：南信州地域振興局 環境課 （電話）026-53-0434 

 

 

 

３ 啓発用ポケットティッシュデザイン 
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「食品ロス削減月間フードドライブ統一キャンペーン」の実施について 
 

１ 募集期間 

  令和６年 10 月１日（火）～10 月 31 日（木） 
 

２ お持ちいただきたい食品 

⚫ 缶詰、レトルト食品、カップ麺、防災品、菓子等で常温保存ができる以下の食品 

✔ 賞味期限の明記があり、期限が切れるまで１か月以上あるもの 

✔ 未開封で、包装や外装が破損していないもの 

✔ 日本語表記されているもの 

⚫ お米（2023 年度～2024 年度産まで） 
 

３ 集まった食品の活用 

  集まった食品は、無料又は低額で食事提供や学習支援を行う「信州こどもカフェ」などで活用します。 
 

４ 受付会場 

  （１）市町村社会福祉協議会、フードバンク信州、NPO ホットライン信州等 

各地域の受付場所等の詳細はキャンペーン専用ページをご覧ください。 

※上記１の募集期間外でも受け付けています。 

（２）県庁及び各合同庁舎 

   期間中、平日の８時 30 分から 17 時 15 分まで、食品の寄贈を受け付けます。 

県庁・合同庁舎の受付場所は以下のとおりです。 
 

受付場所 住  所 担当課 
問合せ先 
電話番号 

県  庁 長野市大字南長野字幅下 692‐2 次世代サポート課 026-235-7210 

佐  久 佐久市跡部 65‐１ 
佐久地域振興局 
総務管理課 

0267-63-3133 

上  田 上田市材木町１‐２‐６ 
上田地域振興局 
総務管理課 

0268-25-7113 

諏  訪 諏訪市上川 1-1644-10 
諏訪地域振興局 
総務管理課 

0266-57-2902 

上 伊 那 伊那市荒井 3497 
上伊那地域振興局 
総務管理課 

0265-76-6803 

南 信 州 飯田市追手町２‐678 
南信州地域振興局 
総務管理課 

0265-53-0402 

木  曽 木曽郡木曽町福島 2757-1 
木曽地域振興局 
総務管理・環境課 

0264-25-2213 

松  本 松本市大字島立 1020 
松本地域振興局 
総務管理課 

0263-40-1903 

北 ア ル プス 大町市大町 1058-2 
北アルプス地域振興局 
総務管理・環境課 

0261-23-6502 

長  野 長野市大字南長野南県町 686-1 
長野地域振興局 
総務管理課 

026-234-9531 

北  信 中野市大字壁田 955 
北信地域振興局 
総務管理課 

0269-23-0214 

 

５ 主催 

  長野県フードバンク活動団体連絡会 

  【構成団体】長野県、長野県社会福祉協議会、市町村社会福祉協議会、長野県労働者福祉協議会、 

（社福）信濃福祉、（社福）長野市社会事業協会、フードバンク信州、NPO ホットライン信州 

 

別紙２ 


